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2010201020102010 年年年年 2222 月月月月 1111 日日日日、、、、法人格法人格法人格法人格がががが財団法人財団法人財団法人財団法人からからからから「「「「公益財団法人公益財団法人公益財団法人公益財団法人」」」」にににに変変変変わりましたわりましたわりましたわりました    

ケアケアケアケア・・・・インターナショナルインターナショナルインターナショナルインターナショナル    ジャパンジャパンジャパンジャパンへのごへのごへのごへのご寄付寄付寄付寄付はははは、、、、確定申告確定申告確定申告確定申告のののの際際際際、、、、寄付金控除寄付金控除寄付金控除寄付金控除のののの対象対象対象対象となりますとなりますとなりますとなります    

 

  ケア・インターナショナル ジャパンは、内閣府より「公益財団法人」としての認定を受け、2010 年 2 月 1 日付

けで登記を行いました。これにより、支援者の皆様（個人・法人）からの寄付金については、特定寄付金として、

一定の要件の下に税制上の優遇措置が受けられるようになります。また、一部の自治体では、個人住民税の寄

付金控除の対象となります。 

 

■■■■個人個人個人個人のののの場場場場合合合合    

１１１１．．．．所得税所得税所得税所得税におけるにおけるにおけるにおける優遇措置優遇措置優遇措置優遇措置（（（（所得税法施行令第所得税法施行令第所得税法施行令第所得税法施行令第 217217217217 条第条第条第条第 1111 項第項第項第項第 3333 号号号号））））    

  寄付者の年間所得の 40％を限度として、確定申告の際、前年１年間分（1 月 1 日～12 月 31 日）の寄付金の

合計金額から 5 千円を差し引いた金額が、寄付金控除の対象となり、寄付者の年間所得から控除することがで

きます。（通常確定申告時期は、毎年 2 月 16 日～3 月 15 日です） 

  寄付金控除を受けるためには、所轄税務署での確定申告を行ってください。その際、当財団が発行した「領

収証明書」の添付が必要となります。なお、勤務先などで行う年末調整等では控除の適用は受けられません。 

 

〔個人による寄付金控除額の算出方法〕 

寄付金控除額＝寄付金額（総所得金額の 40％を限度）－５千円 

 

〔たとえば、総所得金額 500 万円の場合〕 ※500 万円×40％＝200 万円（＝寄付金控除の限度額） 

  ケース１）年間３万円を寄付した場合の寄付金控除額 

３万円－５千円＝２万５千円 

  ケース２）年間 250 万円を寄付した場合の寄付金控除額 

 200 万円（限度額）－５千円＝199 万５千円 

 

２２２２．．．．個人個人個人個人住民税住民税住民税住民税におけるにおけるにおけるにおける優遇措置優遇措置優遇措置優遇措置（（（（各各各各都道府県都道府県都道府県都道府県・・・・市区町村市区町村市区町村市区町村がががが定定定定めためためためた条例条例条例条例によるによるによるによる））））    

  各都道府県・市区町村がそれぞれ定めた条例により、寄付を行った翌年度の個人住民税においても、寄付

金控除の対象となる場合があります。寄付者の住所地の自治体へお問合せください。（例えば、東京都民税に

おいては寄付金控除の対象となります） 

 

■■■■法人法人法人法人のののの場合場合場合場合    

１１１１．．．．法人税法人税法人税法人税におけるにおけるにおけるにおける優遇措置優遇措置優遇措置優遇措置（（（（法人税法施行令第法人税法施行令第法人税法施行令第法人税法施行令第 77777777 条第条第条第条第 1111 項第項第項第項第 3333 号号号号））））    

  法人からの寄付金等については、一般寄付金の損金算入限度額とは別枠で、以下の通り、損金算入をする

ことが出来ます。寄付した日を含む事業年度の決算の際に、当財団が発行した「領収証明書」を添付の上、申

告ください。 

 

〔損金算入限度額の算出方法〕 

    

（当該事業年度終了時における資本金×0.25％+当該事業年度の所得金額×2.5％）÷２ 

（当該事業年度終了時における資本金×0.25％+当該事業年度の所得金額×5.0％）÷２ 

 

※特定公益増進法人等に対する 

寄付金の「特別損金算入限度額」 

一般寄付金の損金算入限度額 
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【【【【おおおお願願願願いいいい・・・・ごごごご注意注意注意注意】】】】    

■■■■寄付金控除寄付金控除寄付金控除寄付金控除のののの対象対象対象対象となるとなるとなるとなる「「「「特定特定特定特定寄付金寄付金寄付金寄付金」」」」についてについてについてについて：：：：    

以下の寄付金・会費等が含まれます。 

 １．「寄付金」：一般寄付、特定寄付、care ギフト 

 ２．「年会費」：個人会費 

 ３．「月会費」：マンスリー・ギビング・プログラム、パッケージ会員費 

 ４．「法人会費」 

 

■■■■領収書領収書領収書領収書のののの発行発行発行発行についてについてについてについて：：：：    ※※※※紛失紛失紛失紛失などによるなどによるなどによるなどによる領収証明書領収証明書領収証明書領収証明書のののの再発行再発行再発行再発行はははは致致致致しかねますのでごしかねますのでごしかねますのでごしかねますのでご注意注意注意注意くださいくださいくださいください。。。。    

 １．「年会費」・「寄付金」の場合 

 領収証明書の発行をご希望いただいた方に対して、都度、発行いたしますので、申告時まで大切に 

 保管して下さい。なお、領収証明書は、自動引き落しの場合は「会員登録名」、金融機関窓口でのお

 支払いの 場合は「振込人名」で発行します。 

 ２．「月会費」の場合 

 翌年 1 月下旬頃に、前年１年分（1 月 1 日～12 月 31 日）の領収証明書を発行いたします。ご希望の

 領収書名義が会員登録名と異なる場合は、遅くとも 12 月 10 日までに書面にてご連絡下さい。 

 ３．「法人」の場合 

 決算期に合わせて、事業年度 1 年分の領収証明書を発行できますので、決算期をお知らせください。

 但し、ご連絡がない場合は、翌年 1 月下旬頃に、前年１年分（1 月 1 日～12 月 31 日）の領収証明書を

 一括発行いたします。 

 

■■■■寄付金寄付金寄付金寄付金・・・・会費等会費等会費等会費等のののの受領日受領日受領日受領日についてについてについてについて：：：：    

当財団で入金確認ができた日とさせていただきます。 

 １．「銀行およびゆうちょ銀行」からの自動引き落しをご利用の場合 

 実際にご寄付いただいた月と当財団での入金確認月が異なる場合がございますので、予めご了承 

 ください。 

 ２．「クレジットカード」をご利用の場合 

 実際にご寄付いただいた日から通常２～３ヶ月ほどかかりますので、予めご了承ください。 

 

 

 

 

 

    

                    領収書発行領収書発行領収書発行領収書発行にににに関関関関するおするおするおするお問問問問いいいい合合合合わせわせわせわせ先先先先    

     公益財団法人 ケア・インターナショナル ジャパン 

     電話: 03-5950-1335   FAX: 03-5950-1375 

     E-mail: bokin@careintjp.org  URL: http://www.careintjp.org  

 

 

確定申告（寄付金控除等）の方法など、制度に関する詳細につきましては、お近くの税務署（所得税･法人税） 

またはお住まいの都道府県・市区町村の税務担当（個人住民税）までお問合せください。 


